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カテゴリー:お知らせ 

 

県議会における 

令和６年能登半島地震被害への見舞金贈呈について 
 

 令和６年能登半島地震により甚大な被害を受けた４県の議会に対し、県議会から次

のとおり災害見舞金を贈呈します。 

 

１ 見舞金を贈呈する県議会 

  石川県議会、新潟県議会、富山県議会、福井県議会 

  （災害救助法が適用された市町村を含む県の議会） 

 

２ 見舞金の額 

 合計１００万円（議員１人１万円を拠出 等） 

 

３ 見舞金の内訳 

 石川県議会 ５０万円 

 新潟県議会 ２０万円 

 富山県議会、福井県議会 各１５万円 

 

４ 贈呈方法及び日時 

 贈呈する議会の状況を考慮し、後日決定します 

 

５ 問合せ先 

 議会事務局 総務課 総務・ＩＴ・情報公開担当 永田・清水 

 さいたま市浦和区高砂 3-15-1 

 電話 048-830-6215（内線 6216) 

  E-Mail a6210@pref.saitama.lg.jp 

   令和６年１月１５日 

議会事務局 総務課 
総務・ＩＴ・情報公開担当 永田・清水 
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